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参考断面図 車線 車線 車線
(中央線) (中央線) (中央線)

掘削幅
下層路盤

上層路盤

舗装復旧範囲

表層工 ：t1

上層路盤工：t2

下層路盤工：t3

(Ｗ)

※掘削規制時の舗装復旧は、通常事と同様に、影響範囲が車線中央線を超えた場合はその車線を復旧範囲に含める。
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舗装復旧標準図

掘削幅
下層路盤

上層路盤

(Ｗ+0.2×2：最小1.20ｍ)

(下層路盤幅 + t2×2)

舗装復旧範囲

表層工 ：t1

上層路盤工：t2

下層路盤工：t3

20cm(Ｗ)

※掘削規制時の舗装復旧影響範囲は、掘削範囲+片側2.0ｍとする。（Ｗ+4.0ｍ）

Ｗ
(掘削規制時は2.0m) (掘削規制時は2.0m)

1.0m 1.0m
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参考平面図

掘削範囲

掘削影響範囲 舗装復旧範囲

追加舗装範囲

車線

車線

車線

10m未満

車線を
またぐ場合


